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文化行政論の批判的検討

大瀬秀樹

I 諜題の設定

高度経済成長以降，国民の所得水準は上昇し，労働時間の短縮が進んできたことと相まって，余

暇時間の拡大がもたらされてきた。余暇をどう使うかということが富民生活の重要な関心事項とな

り，開時に国や自治体の施策も余暇における文化活動のあり方という観点、で注巨していくように

なった。中教務答申や臨教審答申においても「趣味J，r文イt;J，r芸術J に関する内容が去を場してく

る。地方自治体，とくに市町村における事業においても，そういった時代的趨勢を反映して，文化

に関する講腹等が多く組まれるようになっていった。

さて，バブルの崩壊の時期をとりわけ画期として，趣味やカルチャーとして，文化をたんにとら

えるというよりも，生活そのものを文化的観点から関おうとする動きが住民と行政の双方からでて

きた。そういう意味で，住民の文化活動は近年，広まりと深まりを増しつつあり，行政の文化施策

の方も，同様で，両者ともある意味でターニングポイント(転換点)に立つことになったといえよ

う。この意味において，いまここで「文化」に関する市民活動と行政活動とをとりあげ，論考する

ことは非常に意味あることといえよう。実際，市民文化活動と文化行政に関する議論は活発になさ

れている。従来の議論における中心的観点、は，市民文化活動と地域文化行政の両方を見据えながら，

::l:に文化行政のあり方は如何にかということであった。

しかしながら，表面的な考察だけでは，特に市民文化活動の内実を明らかにすることはできない。

文化行政と市民文化活動とについて洞察するにおいて，前提としなければならないことがある。そ

れはすなわち，イデオロギーによる市民支配である。資本による市場主義原理の支配によって，市

民の文化活動における価値観が，大衆消費に基づく個人的消費性向を盟しているがゆえに，結巣，

文化活動に積極的に参加できる階層が限定されているという実情がある。市民の文化的関心ないし，

文化活動が個人的次元にとどまっている限り，市民による文化的まちづくり意識形成といった公共

的意識形成へと市民の意識が社会化することを期待するのは難ししさらにはそういった社会的な

意識の延長線上にあるまちづくり実践を標携するのはより難しいといえよう o また，国家による行

政改革は r民活導入J という名による国家と企業の癒着構造を生んだ。その結巣として r文化の

産業化」というべき状況が惹起させられた。本来，市民が中心となるべき地域文化の創造が，関家

と企業によって「言語品化」の過程に組み込まれていき，市民による自主的・主体的な文化活動が担

筈されるという掲題が生み出されている。いま述べたように，資本による市民文化活動の支配が生

-73-



社会教育研究第 15号 1995

み出している矛扇状態は，まさに市民の「自己疎外」状況と呼べる。こうした「自己疎外J を克服

するためには，市民による「白日閥復」に向けての営為が必要である。この営為を「主体形成」と

呼ぶことができょう。「主体形成Jのプロセスにおいては，まずは自己の文化的疎外状況を科学的か

っ客観的に認識することから始められなければならない。そして疎外状況克服のために，市民間志

で協同的な学習に取り組んでいって，市民文化活動展開のための道筋を切り開いていかなければな

らない。学習によって，自らの行動の動機と目的が整合的に自覚され，加えて，その動機と目的に

照らして，妥当な行動準則が，社会的正義および人権に適うことを条件として選択される。そして，

その行動準期から，社会的状況に鑑みた具体的行動が起こってくる。こうして，市民文化活動展開

のための「主体」を形成するためには，学習が不可欠であるという結論が導き出される。ここにお

いて，市民文化活動の中に，学習的ないしは教育的契機が内在するということがいえるのである。

そこで，市民文化活動の学習的・教育的契機に照応した対応と援助が，行政とくに慕礎自治体であ

る市町村に要求されてくるのである。

そこで，市民文化活動に教育行政が関与するべきかということが議論にのぼってこぎるをえない。

本論文では，主張されている内容に応じて，代表的論者を3者，すなわち，松下主主ー，森啓，佐藤

一子各氏をとりあげ r市民文化活動に対する基礎自治体の関わりガ」という観点を中心として 3

者の論説を批判的に検討していこうと思う。いま便宜上，この3者の論説をカテゴライズすれば，

松下氏が社会教育行政排除・文化行政消滅説，森氏が首長部局主導説，そして佐藤氏が教育委員会・

首長部局協調説をそれぞれとっているといえよう。これらの論者の主張の対立点というのは r文化

に社会教育行政が関与すべきかどうか」というところであり，このことを敷街すると r市民文化活

動に教育的観点を行政がもちこむべきかどうか」ということと r地域文化行政はどうあるべきかJ

という論点、にもつながってくると思う。本論文では，従来の代表的な論者の著作と論文をかような

視点から批判的に検討し，それぞれの著作と論文に対する評価を行うとともに，それらに関する問

題点を抽出していきたいと考える。そうした上で，市民文化活動に社会教育行政が関わる必要性が

あると同時に，それだけにとどまらず，公務労働者が住民とともに文化活動振興のための社会教育

システムづくりをする必要望性があるという小括を行いたいと思う。

II 市民文化活動と地域文化行政に関わる論述の批判と整理

ここでは，市民文化活動を分析し，文化行政に関する考察を精力的に行ってきた代表的な3人の

論者，松下，森，佐藤の各氏をとりあげ r市民文化活動に社会教育行政が関わるべきか」という論

点を中心に，主に社会教育行政と文化行政との関わりに関する叙述をとりあげながら，どういう内

容の論述が展開されているのかみていきたい。
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1 市民文化活動と地域文化行政に関わる論述に対する評備とその諜題

重複するが，市民文化についての定義と文化行政に対する評価によって， 3論者の論述を産別す

ることができる。すなわち，松下氏は，市民文化活動を援助する文化行政は過渡的なものであると

みなし，ゆくゆくは市民に自主的に文化活動を任せるべきであるい}という考えをしている。この見

解を社会教育行政排除・文化行政消滅説ととりあえず呼ぶことにする。森氏は文化施策の主体を，

教育委員会の社会教育課ではなく，首長部局の文化課が担うべきであるとする考えで円これを文

化行政主導説と呼べよう。佐藤氏は，文化施策に社会教育行政の関与を積様的に認めており，文化

行政との協力のもとで市民文化活動を支援していくのがよいとする (3)。これを協調説と呼ぽう。

(1) 松下氏の見解に対する評価と課題

松下氏は政治学的観点、から，理論の展揮をしている。そもそも松下氏は「市民文化とは，文化概

念ではなく，政治概念であるJ同と述べている。そしてさらには r市民そのものも政治概念なので

あるJ(5)とする。そうした上で r市民文化という文化自体が存在J(6)するというのではなし「今日

の臼本において存在するのは，たえず変わりつつある現代日本文化があるだけである。この現代日

本文化の担い手である倍々人の政治イメージのあり方として市民文化が関われ，さらに市民型への

5本文化の変容がめざされているのであるJ(7)と述べている。このことから，松下氏は市民文化を実

体としてとらえるというのではなく，イメージという抽象概念としてとらえているということがで

きる。ただ文化をイメージとしてとらえるのはいいとしても r政治」という観点のみでとらえると

いうのは狭すぎないであろうか。松下氏が，そのように理解しているのは，市民を自治権を担う主

体として位置づけており円端的にいえば，市民が菌や自治体から権力を奪取していく過程を，市

民文化の熟成としてとらえているといえるのである。

松下氏は，市民文化の熟成，言い換えれば，文化の歴史的変容を近代化との関わりでも意見を述

べている。すなわち r文化の変容は近代化と密接な関わりがあるということを前提とすれば，近代

化には2段階近代fむという歴史展望を必要とするのではないか。つまり第1段階が国家統治型政治

統合による近代化の強行，近代化の成熟につれて第2段潜の市民自治裂政治統合への移行であるJ

という (9)。ということは現在は，第2段階である市民統治型政治統合への過渡期にあるということ

になる。この第2段階の移行にあたっては r政治イメージの転換J(10)が必要であるという。氏のい

う「政治イメージ」とは何か。明治以降，国民は絶対・無謬に彩られた国家観念を神禦視してきた

のであるが， 1960年代以降，市民運動の激発をきっかけとして，国民がもっていた国家観が大きく

動揺するとともに，自治体政府が中央政府から自立するという動きがにわかに起こってきた(日)。こ

のように「政治イメージの転換」とは，松下氏によれば， I日来の閤家観念の呪縛から脱皮し市民ア

イデンティティーの覚醒化へという変化を指すものと理解できる。松下氏はこの転換のきっかけを
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市民運動の中に見出していたのであり，このことは直ちに，市民文化の確立つまり市民自治権の確

立は，市民による葱新的な運動と活動にかかっているのだという結論を導きうる。松下氏は，さら

に議論を深めていく。「政治イメージの転換」のためには，日本人が従来抱いてきた「文化概念J(12) 

を転換していかなければならないという。すなわち r日本の文化概念の問題は，…...文化の「私J

構造J(叫にあるので，こうした内向きの文化意識(いいかえれば，自分の家さえよければ外はおか

まいなしという意識構造)を外向きの文化意識構造へと組み換えていかなければならないというこ

とを意味する。そして，松下氏は r文化概念」自体をインテリア型の「私文イL構造から，エクス

テリア型の「市民文化」構造へと転換することは r必ず，政治ないしは行政のくみかえを誘発す

るJ(14)と主張する。しかし「必ず誘発する」と言い切っていいのであろうか。これは楽観的す

ぎはしないであろうか。そもそも「文化概念の再編」自体をどういう方法で，どういうプロセスで

行っていくのか明確に松下氏は示していないね5)。もし「文化概念の再編」なり「政治イメージの転

換」なりを実現させていくならば，そこに公務労働者の積極的な働きかけが欠かせまい。このこと

は，市民による自主的文化活動が盛んになればなるほど，公務労働者によるより積極的な援効が必

婆になってくるのではあるまいか。これについては後に詳述する。

松下氏は r政治イメージの転換」や「文化概念の再編」を提起する際，主体的な市民像を描いて

いるといえる (16)。したがって r都市社会の成熟によって関われる中枢課題は r市民自治」による

「市民文化Jの形成に他ならないJ(17)と強調している。「市民自治J による「市民文化」とは，換ぎ

すれば，生活の質の向上をめざした市民による主体的なまちづくりを意味する。そのためには当然，

まちづくりの計額策定段階とまちづくり施策の執行段階とのそれぞれにおいて，市民参加が制度的

に保障されねばならない。このことについて松下氏は r自治体計爾策定過程における市民参加に関

しては，すべての市民に個人参加のチャンスがシステムとして保欝されていることが不可欠であ

るJ(川といっている。そして市民参加による計願化に懸念を示す考えに対しては r自治体機構が，

市民の文化水準に立ち遅れはじめている。……自治体計画策定への市民参加システムでの緩験ない

し機会が重ねられるにしたがって，市民自身がこれに駕熟していく J(19)と説明することによって，

市民の計画能力を不問に付している。確かに，市民参加は今日重要な行政課題であり，個人参加の

システムが市民に聞かれていく趨勢にも民主主義と人権の前進として常ずることはできるが，それ

にともない，事務処理の効率性，迅速伎と正確'肢を擦なうことにはならないか。市民の計爾能力の

淘冶を考えれば，計爾策定前段織からの市民参加をシステム化することによって，早い段階からの

計画力量形成の可能性の途を開いていくことが望ましい。市民と職員の協同という観点は塗望書では

あるが，職員無舟論を仮想した市民主体論は極論ではないか。今後，直接民主制の現代的適用の問

題が検討されねばなるまい。

ところで，以上のような市民文化形成のために，地方自治体，とりわけ基礎自治体であるところ

の市町村は何ををすべきなのか。自治体計調策定過穏への市民参加システムと施策執行における市

-76-



文化行政論の批判的検討

民参加システムの卒期制度化は，行政の役自であると論旨から導かれうる。松下氏はこのことを念

擦において，基礎自治体文化行政の作業として，特に「職員の文化水準の向上J(20)を掲げている。

これに関連して，文化行政の自擦のーっとして r行政の文化水準の上昇J(21)を提示している。この

巨標に近づくためには rヨコ留の戦略行政J(22)，別の言葉でいえば r宮治・集権型のタテ都から総

合・識整のヨコ割への転換J(23)が必要であるということである。ただ，現在この横断的な行政部著書

は，例えば札幌市においては r企画調整局J という形で存在している。実際 r札幌市長殿総合計

画」の「第5章生渡教育計闘第3節文化，芸術」の中の「基本方針」の中では r市民が優れ

た芸術文化を享受し，主体的に文化の餅造に参加することのできる環境条件を整備する」酬と娼わ

れており，この観点、から食闘調整局企画課と調整課が施策の整備そ行っていったという経緯がある。

では，この企画調整局のあり方が r行政の文化化J(25)の促進に十分適っているかといえば，そうと

はいえない。松下氏のいう「調繋行政J(26)は，具体的・現実的にはどういうものなのか明らかでは

ない。氏の論理からいえば，職員の質的向上の努力がなされれば r調整行政」のレベルアップが望

めるというのであろう。しかし，そもそも職員の質的向上はどう実現されていくのか。これは，市

民参加を促せば，それに職員が刺激されて，職員の向上心が引き出されるという理屈であろう。そ

の次に，松下氏は r行政の文化化を諜題とする文化行政は，その目標として設定した，市民自治に

よる市詩文化形成のための，行政の限界内で可能な条件整備にとどまるJ(27)という。松下氏はこの

「条件」を rシピルミニマムJ(28)と呼ぴ，シピルミニマムの質的向上 (29)を文化行政はめざさなけれ

ばならないと主張する。そして「シビルミニマムは，現行の行政機構別ではなく，市民による政策

課題別に検討され，市民参加による自治体計画によって編成されなければならないJ(30)と述べてい

ることからも，氏は，市民の文化水準を高く評価しており，そういった認識を前提として，市民参

加の促進とそれにともなう文化行政の衰退を予脅しているのである。

松下氏の行政に対する見解の大きな特徴の一つに，社会教育行政は市民文化活動から駆逐される

べきであるというのがある (3九というのは「この社会教育行政に，日本文化ついで政治のイメージ

がするどくあらわれているからJ(32)である。したがって r市民文化活動に対してみられる教育委員

会の後援さらには補助は，原期として廃止することが望まれるJ(33)という。この点は，教育委員会

による一層の補助を訴える佐藤氏と決定的に異なるところである。確かに，現在の趨勢として，文

化施策が首長部局所管となってきている。しかし，市民文化活動自体に学習的契機，ないしは教育

的契機が内夜しているという実体に留意しなければならない。その一例が，札幌演劇鑑賞協会(え

んかん)の活動である。えんかんは当初，鑑賞活動主体の団体であったが，徐々に活動の版闘を拡

げ，自主企画を行うまでになっていった。そして現在は，文化の香りのするまちづくりをめざして，

財団法人の設立の準備をすすめつつある。このようなえんかんの活動のプロセスにおいて，数々の

講演会や学習会が開催された。また，運営委員の人達が，上演へ向けての企画と準備を進めていく

試行錯誤の中で，様々な知識を獲得していったのみならず，人とのつながりの大切さを実感していっ
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たという話を筆者は運営委員の一人から聞いた。この例からしでも，市民の文化活動の中には，

習活動が含まれているという事笑を否定することはできず，したがって，松下氏がいうように，文

化施策に文化行政のみが関わりえて，社会教育行政は関わりえないと断じることはできないといえ

る。

これまで r社会教育行政排除説Jである松下氏の論留を紹介しつつ，若干の私見を述べてきたが，

ここで松下氏の論述に関わる評価をまとめておきたい。

到達点については，以下のようになろう。

①市民文化の形成という観点から，市民自治を積極的に位讃づけたこと。

②市民の自己形成の可能性を希望的に捉え，市民参加の遂を大きく開こうとしたこと。

③従来の文化概念を「私J構造と喝破し，そこからの脱却を唱えたことによって，市民を主体

とした新しい公共性を模索しようとしたこと。

課題と問題点、については，以下のようになろう。

① 市民文化活動に内在する学習的契機や教育的契機を較視し，社会教育行政の文化施策からの

駆逐を安易に主張したこと。

②従来とは違った形で，今後ますますその役割に期待がかけられる文化行政を過渡的なものと

したことで，行政の役割を過小評価しすぎていること。

③市民が内包している主体的契機を楽観的に捉えているがゆえに，市民が自発的に市民文化を

構築していけると怒っていることo 実際は，行政や公務労働者による能動的な働きかけが必要

となろう。

④市民文化を自治権に引きつけた政治イメージとして捉えている一方で，行政については r行

政の文化化」や「職員の文化水準の向上J という言葉に見られるように，ひとつの形容句とし

て文化の概念を使用しており，使用している文化概念に統一性がないこと。

(2) 森氏の見解に対する評俄と議題

まず，森氏が市民文化ないしは市民文化活動をどう捉えているのかについて検討してみることに

したい。 1995年の月刊『社会教育』のp.5に森氏はこう書いている。「人間らしい感性を愛かに花開

かせる地域文化は，地域に住む人々が，まちへの愛情と誇りの感情を自身の心に育みながら育てる

ものである」。そして「人は~自らを育てるのであるJ(刊と。要するに，森氏は，市民文化を，市民

が地域に根ざして主体的に作り上げていくものであると認識しているということである。これは松

下氏と基本的には変わらない。

それでは，文化に社会教育行政が関わりをもつべきかどうかという初発の論点を中心として，森

氏の論述をみていくことにしたい。森氏は，社会教育行政を儒別行政あるいはタテ割行政のひとつ

にしかすぎないと断じ，いまや生活の全域という広がりを見せつつある文化を所掌するには社会教
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育行政では狭すぎるという (35)。したがって r社会教育行政では対処することができず，市長部局に

よる総合行政としての文化行政が求められるJ(36)としている。森氏は，自治体の文化行政の歩みを，

「自由時間における自己充実活動の条件整備」期から「偲'性的な地域環境づくり」へ，そして混在は，

「行政総体の文化化Jへとその対象領域を拡大してきたと捉える (37)。したがって，こうした動向を考

慮に入れると，行政はタテ割では時代に対応することができず，横断的にネットワークを組み，シ

ステムを創りだすことが必要であるという結論を導くことができる。こうした「文化行政の推進シ

ステムJ(38)を森氏は rあらたに文化的な事業をはじめるというような部門行政ではなく，全ての行

政部門を視点を定めて横につなぐ総合化の行政であるJ(39)とする。ここのことをもっと詳しく説明

した部分を引用すると r文化行政は，すべての行政の施策と運営を文化の視点から向いなおい-

個性的な地域社会をつくり出す総合行政である。したがって文化担当課は，全庁的文化行政を推進

する事務局として首長部局に設置することが必要であるJ(40)というのである。文化担当ゼクション

は，会庁的なシステムを作り，これを動かすことが役認となる (41)という。しかも文化箆当セクショ

ンは r当部は首長に直結J(42)させるのがよいというのである。しかし，文化担当を首長部局に設置

するということは，前にもみたが，市民文化活動における学習的要素の存在ということを無視ない

しは軽視することにつながりはしないか。よしんば，文化担当を首長部局の文化諜に置くという選

択がベストであると結論付けるならば，市民文化活動における学習的要素を顧慮した上でなされな

ければならない (43)。また，文化担当セクションを首長に直結させるということが，首長の独善につ

ながり，自由で活発であることが期待される文化担当セクションの事務が，却って限害されはしな

v'カ当。

森氏は，文化担当課によって担われるべき総合行政の実施を r行政の文イじ化Jのための必要条件

であるとしている。森氏は「行政の文化化」をして r行政総体の文化的自己革新運動J(44)であり，

すなわちそれは r行政の総体を文化の視点、で自己革新をすすめるプロセスであり，同時に行政が市

民文化の創造に参加するための理念J(45)であるとする。「行政の文化化」とは，つまりは r具体的

でトータルな市民生活のサイドから行政の施策と運営とシステムを間いなおすJ(46)ということで

ある。「市民生活のサイドから」ということは，必然的に市民参加が日程に上ってこざるをえない。

そこで森氏は「政策の策定と実行の過程への市民の参加が必要であるJ(47)とした上で，その第lの

ステップとして，市民と職員とによる政策共同研究の必要性を提唱する (48)。このように森氏が，政

策策定過程への市民参加を具体的に位置づけようとしていることは評価されよう。

「行政の文化化」の要は，他ならぬ行政職員(公務労働者)である。森氏によれば，それはつまり，

担当職員が文化行政に対する「使命感と歴史感覚J(49)をもつことが重要で、あり，公務労働者の絶え

ざる自己革新(主体形成)，簡単にいえば，公務労働者のやる気と挑戦が不可欠になってくるという

ことである問)。このことについては賛意そ表したいが，問題は，そうしていくためのしくみづくり

をどうするかにある。これについて，森氏は rライン以外の職員も，政策提案，提言をするという
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ことの途を，政策形成の中に制度化していく，これがまさに職員参加です。一途中省略ーそうすると，

個々の自治体職員のレベルが上がっていく J(日)と述べている。自分の職務以外のことに携わり，撹

野を広げていくこと自体が，職員の自己形成にとって意味のあることであり，今後行政に求められ

ていくであろう「総合的専門性」を職員が獲得していくためにも有効な提案であるといえよう。だ

が，森氏の提案のみにとどまるのではなし職員の質の向上のためには，公務労働者に向けての養

成と研修のあり方が関われることの必婆性を指摘したい。また， 3， 4年ごとの人事異動も再考さ

れ，各部課において専門職員を配置することによって，市民の文化活動に対応できる体制づくりを

地方自治体，とくに市町村自治体は推進していかなければならない。

ここで，森氏の論述に対する評価をまとめることにする。

到達点については以下のようになろう。

① 松下氏と同様に，自治体政策策定過程への市民参加を提議することで，市民自治権を明確に

rrち出したこと。
②職員の参加のあり方を広く捉え返したこと。

課題と問題点、については以下のようになろう。

① 文化の総合的性格という視点からのみ，文化政策の首長部局所管を主張しており，文化を担

う市民の学習と教育活動について顧慮していないこと。すなわち，文化活動と社会教育との関

係性について配慮がなされていないこと。

@ 松下氏と同様に，文化に関するとらえ方が，広汎で，かつ抽象的すぎており r文イ七化」や「嚢

が高しりとはどういうことなのか判然としない所があるということ。

③地域の文化行政を問題にする場合仏国家論が欠けている。中央省庁を包括した「国家」と

いう存在に対する，イデオロギー留における把握がないということ。そして，それと関連して，

企業の総体としての「総資本J に対する考察がないこと。

(3) 佐藤氏の見解に対する評価と課題

佐藤氏は，松下氏と森氏とは違い r国民の自己形成の視点から地域文化の協同創造の過穏を意義

づける教育学的アプローチJ(52)が必重要であり r真に地域に根ざす文化の創造のあり方を社会教育

との関連において間J(53)うことが要求されると述べている。その根拠として，佐藤氏は，まず教育

権の延長線上に文化的基本権が展望される (54)ということをあげている。次に佐藤氏が線拠として

述べていることはJ国民の臼常生活における文化活動の活性化にもっとも寄与しうる公共政策の分

野は教育行政，とりわけ社会教育行政であるといえよう戸時)という。というのは，文化ホールや文

化会館等の地域市民文化活動の拠点施設は，社会教育課の所管となっているというのが普通である

ということと，日常生活に最も近接した学習・文化活動の権利を保障することを役割とする社会教

育行政の展開が，自主的文化活動の発展のための不可欠の条件であるということとからいえるから
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という{問。よって，文化行政を教育行政から切り離そうとする主張に対しては r文化の発援基盤を

公共的に形成する必要性についての基本認識を暖妹にすることにつながるのではないかJ(聞と懸

念を表明している。さらには，社会教育行政が，個人的趣味の領域にいる「鴎民自身を自律的な文

化創造の担い手に育てるJ(58)という観点の重要さを佐藤氏は主張する。氏は，より本質的な問題を

指摘する。それは，すなわち，市場の論理によって，主体的な文化的享受が歪められており，市民

は「文化的疎外J(59)に陥っているというのである。そういった疎外を克服するためにも，公教育政

策は必婆であるというのである。

さて r首長部局主導の文化行政は文化の政治化，上からの市民運動化に陥りやすい問題伎をはら

んでいる」酬と佐藤氏は指摘しつつJ教育委員会，とくに社会教育課の権限と文化行政の接点をど

う調整するかはど61)重要な論点を含む問題であるとしている。このことに関連して，佐藤氏は，教

育・文化行政を相互に有機的に関連づけ，両者の体系的発展を目指さなければならないといってい

る問)。このように佐藤氏は，文化施策は教育行政と文化行政の融合的施策であるという位謹づけを

している。したがって，普長部局と社会教育行政との役割分担を行った上で，相互連携のもとで，

文化施策を展開していかなければならないという結論に至ろう。ただ，佐藤氏は，社会教育行政が

文化施策に関わる意義については以下のように渓関するのであるが，社会教育行政に対して文化行

政がどういう位誼づけにあるべきかに関しては，述べていない。したがって，開行政の役割分担の

内容については，言及されておらず，当然今後の問題になると思われる。

文化施策に社会教育行政の関与を認めるか否かという論点に対して，先に若干触れたが，佐藤氏

は，市民文化活動の中の「国民の自己形成Jすなわち「自己教育J(聞に着目するとともに r地域文

化協同J(叫 tこおける主体的力量形成に注目することで，それらを援助する形での社会教育行政の関

与を認めている。ただ，市民文化活動に含まれる「自己形成」ないし「自己教育」に対する言及は，

社会教育行政の文化施策への関与の必要性を説明するのに十分説得的であるが，より留意されなけ

ればならないのは r白日形成」ないし「自己教育J の「過程(プロセス)Jの「メカニズムJであ

る。そしてさらには，そういった「自己教育」としての学習の主体は，間持に(他者)教育の主体

ともなりうる。学習と教育の再方の契機を苧みながら展開されていくのが，市民文化活動の有り様

といえよう。この教育と学習の問時展開のメカニズムを解明しなければ，市民文化活動と市民文化

の内実をあからさまにすることはできない。と同時に，市民文化活動や市民文化を助成する社会教

育行政の役割の中身を具体化することはできない。

ここで佐藤氏の見解に対する評価をまとめておきたい。

到達点は以下のようになろう。

① 市民文化活動に内在する学習的および教育的契機に関心をはらい，社会教育行政の役割を室長

視すべきことに気づいたこと。

②市民文化活動の拠点、を r地域」と明確に捉えることによって，自己形成の場も「地域」が中
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心であるとして，社会教育の出発点をおさえていること。

課題は以下のようになろう。

① 市民文化活動に内在する学習的および教育的モメントおよびそのプロセスに関心をはらいな

がらも，そのプロセスの展開構造にまで立ち入っていないこと。その結果として，社会教育行

政の具体的な援助の中身を提示するにまで、は至っていないということ。

② 「行政の文化化」論に対するスタンスが提示されていないこと。その帰結として，森氏や松下

氏に対するアンチテーゼが明確でない。

2 市民文化活動と社会教育行政との関係殺という観点からみた 3論者の比較

いままで，市民文化活動に社会教育行政が関わるべきかという論点、を中心に， 3論者の説を追っ

ていった。この問題を追求するにあたっては，市民文化活動と社会教育行政の蓄積に関して，現時

点、での総括をしなければなるまい。市民文化や市民文化活動といった場合 3論者ともそれらの定

義において違いは無かったと恕われる。 3論者とも r文化」の主体は「市民」であるという前提を

とりながら r市民J を主体的で能動的な存在として位置づけている。そうした能動的・創造的主体

としての「市民」が r文化」を創造していくという点では 3論者とも悶様の見解をとる。

だが， 3論者とも同じ前提から，異なるアプローチで論述を展開していく。松下氏は，政治学的

手法，森氏は，行政学(行政過稼議)的手法，そして佐藤氏が，社会教育学的手法である。これは，

当然，各々の専門性のあり方によって，手法上の違いがでるものであるが，重婆な点は，そういっ

たことではなく 3論者が「文化」と「行政」の関係論において，それぞれ異なる結論に澄ったと

いう点である。それは，すなわち，冒頭の「課題の設定」の所でカテゴライズしたとおりである。

これらの結論は，どうも各々の専門分野の相違にのみ出来するものではないと考える。以下， 3論

者の論理展開を整理して，検討していきたいと怒う。

松下氏は，国家を一つの強大な「権力」としてみる。そして，現実的には，自治体も国家の「権

力」の傘下にあるものとして位置づける (6九そしてこれらは一体となって，留民の前に r富家観念」

としてたちはだかるというのである。ということから，松下氏は r国家観念J=旧「政治イメージJ

を，ある穣の権力的作用として見ていたのではないか。氏は r権力Jという観点から，思家と国民

(市民)を対置しているように見受けられる。よって，氏の論理展開からいくと，当初，菌家によっ

て掌握されていた「権力Jが文化をも先導してきたのであるが，市民運動を画期として，国民の「権

利Jに内笑が与えられ，国民による国家からの「権力」の奪取が進んでいく o こうして r権力j の，

国家から留民への移行に従って，文化の主体が国民であるという一般的認識が普遍化していったと

松下氏の論埋から解釈しうる (66)。そして r国家観念」なるものが解体した後は，国民を中心とした

新たな「政治イメージ」が登場することを松下氏は予怒したということができる。松下氏のこの論

理展開の大前提は，まさに現代において r市民」がすでに行政を凌駕するほどに政治能力を具備し
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ているということと r市民jは放穫されていても自発的かつ主体的に政治に関わっていくようにな

る存在であるということである。氏は自治体計画策定に「市民」を参爾させることを手放しで奨励

しており，おまけに，たとえ「市民」がいま現在，計画策定能力に欠けていたとしても，綬験と機

会の積み重ねによって，計繭策定に「習熟J(67)するようになるといって r市民」のポテンシャリ

ティーを高く質っている。

そういう意味では，森氏も，松下氏ほどではないが r市民」のポテンシャリティーを評倍してい

るといえる。たとえば，このことは r地域創造主体としての住民J が「市民文化の創造」を行い，

行政はその創造に参加する (68)という言説に見て取れる。「市民」のポテンシャルについては，直接

民主制との絡みで，熟考を華きする問題である。さて，森氏の「国」に対する言及はごく限られてい

る(69)。森氏には，国家観が欠如しており，その帰結として，国家規模的イデオロギーが及ぼす地域

住民の価値観に対する影響力に関する視点がない。結巣的に，地方自治体と市民との関係を軸に据

えて，文化行政のあり方を考祭するという狭い，王子部的な考察になってしまっているきらいがある。

したがって，森氏は，資本と国家によるイデオロギー的支配によって疎外された自己を取り炭すべ

く，主体形成する個人の中に，自己教育的要素を発見することができなかったのであろう。そうし

て，氏は，文化行政から社会教育行政を摘出してしまったのであろう。

一方，文化施策に社会教育行政が関わるべきであるとの主張をなしている佐藤氏は，地域文化の

協同創造の過程に自己教育の論理を見出し，かっ，その過穏に社会「変革主体J(70)としての住民を

している。佐藤氏は，資本のイデオロギー支配の影響で，私的な消費文化が蔓延し，文化を享

受できる者とそうでない者とが生まれてしまったと指摘しながら，資本によりもたらされた文化的

疎外状況を突破するためには r文化協同の地域ネットワークJ(71)が展開し，新しい「公共性J(72)を

構築する必婆があると主張している。しかも，新しい「公共性理念J の形成のためには，公共機関

による援助がポイントであるという。つまりは，社会教育行政が，市民の文化協開推進のため，自

己教育活動進展のため，そしてひいては，市民による公共性理念形成のため，人的・物的援助(条

件整備・環境穣成)を行うべしということを意味する。こうしてみると，佐藤氏の論述は，関家と

資本(回全総にみられるように国と企業の一体的事業推進)の論理に対抗する論理として，市民の

領Ijから新しい論理が提起されることが必要であり，しかもその市民の論理は，地方自治体の援助に

よって，地域を蒸擦として展開されることが枢要であると解釈することができる。これはいわゆる

「内発的発展J(73)論である。佐藤氏の考えは，下市民協同」の視点を中心としている点が，他の2人

の論者と異なる点である。もちろん，松下氏も，インテリア型文化概念からエクステリア裂のそれ

への転換という形で rr私」棺互の共和としての「公共JJ(74)を主張したのであるが，佐藤氏はより

実証に基づき，具体的に説明している。すなわち，自らのジャンルを超えて，様々な人達やグルー

プがネットワーキンク令して，質の商い生活をめざして，協同の文化運動を展開していく過程で，公

共性が形成されていくというものである。依藤氏は，松下氏や森氏ほど r市民」の自治ポテンシャ
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lレを高い水準にあると見なしていない。だから，市民による公共性形成のために，地方自治体，と

りわけ社会教育行政の手助けが重要であるといっている。

こうみていくと 3論者の論理展開における相違は r市民」観の棺違に起罰するといえる。それ

は，裏を返せば，闇家観の棺違，そして何よりも「地域」を舞台として地方自治体を「市民」との

関係伎においてどうみるかということに由来する。松下氏は r市民は，自治体，国に対しては直接

に，・…・・それぞれ，独自の政府としての「権限」を，慕本法に基づいてく信託〉する，と位置づけれ

ばよしりとして，自治体，留への「蒙!欝政府信託議Jを展開する (75)。市民による下からの運動が，

ゆくゆくは国家をも包摂して，市民の公共性が形成され，ついには文化をも再編していくという論

理になる。特に，基礎自治体に関しては，国による「宮治・集権」のタテ苦手j行政をヨコ割へと組み

換える役割があるという (76)。ただし，基礎自治体の役割は rシピルミニマム」の整備にとどまり，

しかも「市民」の成長とともに文化行政は消滅していくことになるという。このように，松下氏は

「市民Jの成長と文化行政の衰退を反比例の関係で捉えていたということができる。また，氏は，社

会教育行政を「宮治・集権」型の典型としてみている (77)。そして r市民文化活動に対する教育委員

会の後援ないし補効は，原則として廃止されることが翠まれるJ(78)という oなぜならば rなぜ，教

育委員会ないし社会教育課が，多様な市民文化活動の中で，特定活動・団体を後援ないし補助の対

象として選別する能力さらに権限を持つのかJ(79)という疑義が生じるからであるという。成人に

「教育J という概念をあてはめること自体がおかしく，成人には「参加」ということばがあてはまる

という (8九松下氏は r社会教育」や「生渡教育」という概念に異議を唱え，市民の自由な活動への

習熟を促すような広汎で間接的な条件確保こそが，地方自治体(首長部局)による「市民教育」の

中身であると規定する倒。社会教脊行政が市民文化活動に関わることは不適当であるという考えと

その根拠は，森氏も同様である。佐藤氏は，松下氏の「政府信託論」に対して，むしろ地域をめぐっ

ての資本と市民との対抗関係という視座を提示する。松下氏の「信託論」は，憲法の規定から，市

民による国家と自治体への信託という授権行為を擬制し，もって，市民と盟家・自治体は，いわば

授権者と代理人の関係にあるというのが前提となっている。したがって，代理人である国家や自治

体が，授権者である市民を教育するという論理は主客転樹であるというわけである。一方，佐藤氏

は市民と市町村自治体と富家を，端的にいえば，並列的に，平面的にみて，相互の対抗的損係，もっ

といえば対立的関係としてみている。しかも，佐藤氏は，市町村自治体を市民に引きつけて見てい

るから，市町村と市民による協同と国家との対抗関係という函式になる。このように，市民との関

係における「国家」・「自治体」観の違いによって， (森氏も含め)松下氏と佐藤氏における市民文化

と社会教育行政の見解の違いが必然化する。すなわち，松下氏は，社会教育行政による市民の自由

な文化活動への関与を行政の越権行為として拒絶するのであるが.fI!!.方，佐藤氏は，市民と(市町

村)自治体を対等な関係とみているので，市民と自治体簡の棺互行為に含まれる相互教育的要素と

その延長としての社会教育行政の関与を認めるというわけである。
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III おわりに

松下氏は r市民」の自立的可能性に期待し，文化概念の「私」構造から外向きの「市民文化」構

造への組み替え，設い換えれば r市民」による公共伎の形成を主張した。氏が r市民」の自治能

カを評価するに至ったきっかけは， 60年代から 70年代にかけて大きなうねりとなった「市民運動J

であろう。たしかに r環境権」という新たな社会機への認識を流布した「市民運動Jの威力は，歴

史的に刻印されるべき一大事であった。そして，その時 r市民」の自治能力が見直された。しかし

ながら， 60， 70年代という時代は，国家あるいは資本によるイデオロギーの矛盾が大きく現象化し，

社会問題となった時期である。その結果，この時期には，国家と企業という権力僚と住民との間に

鋭い対立関係が表立ったと理解できょう。したがって，そういった時代的特殊性ゆえに，住民も国

家に対抗する運動と濯念を提示せざるをえなかったといえるのではないか。確かに，そういう時代

には，住民は放って璽かれでも，自発的に自治意識を形成し，自分のまちを守らざるをえない。だ

が， 90年代は状況が異なる。松下氏は， 90年代をどうみているのであろうか。国室長の政策も，建都

は「福祉」や「国民主体」を隠ってはいるが，一向に市場主義・経済中心主義は改まっていまい。

市民が，主体的な自治能力を獲得し，市民中心の公共性を構築するには，国家の政策の底流に流れ

る「イデオロギー性」に気づかなければならない。 60，70年代のように，社会的にせっばつまった

問題が表面化していない今日，住民の自発設のみに期待するのはどうか。松下氏は，文化が市民中

心に形成されることの必要性を主張するが，そのためには，市民が文化政策に参加する制度を市町

村自治体がつくるだけではなく，市民文化活動に内包される学習・教育活動を援助する社会教育行

政が重要な役畿を担う (82)。森氏も松下氏再様の限界がある。

その点、，佐藤氏が，市民文化活動に社会教育行政の援助の震婆性を，上に述べたのと向むような

根拠で主張しているのは，正しいと息う。しかしながら，佐藤氏が r留民の自己形成Jとしての「地

域文化の協同鍛造」という時，氏は「国民」にどういう意味を込めているのであろうか。佐藤氏は，

「地域文化協同Jによって「新しい公共伎の潔念」を形成するということを述べているが，当然，私

的な価値観と意識をもった個人が寄り集まったところで，すぐさま公共J性が形成されるはずはない。

公共的意識をもった人々によって，市民文化という公共性が成り立つはずである。つまり，ルソー

がいうごとし私的意志の総和としての全体意志ではなく，公共的な意志であるところの一般意窓

こそが市民による公共性の本質となるべきである。しかしながら，思うに，公共的意識も最初は，

私的意識から出発するはずである。となると，私的意識を公共的意識へと架橋するある媒介が必要

である。その媒介こそが r地域Jあるいは「地域問題」に他ならない。例えば，前で取り上げた「本L

幌演劇鑑賞協会」の活動を実例!としたい。すなわち，最初，演劇鑑賞が好きだという個人的・私的

関心から出発した活動が，ついには財団化 (r北海道演郷財団J) による「文化によるまちづくりJ
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運動へと発展をとげていった (83)。そこでボランティアで活動している運営委員の一人は i障害者の

人達に配慮した演劇ホールをJ(84)と熱っぽく語っていた。このような市民文化団体や市民文化グ

l レープが，究極的には「まちづくり」意識を持つに歪り，実践の展開にまで発展していくことが期

待される。そのためには，私的意識を「地域」に結び付ける社会教育行政の公的関与が重要な契機

となる。とりわけ，社会教育公務労働者と住民との協同が重要である。そして，この協間関係のも

とで，資本の文化的戦署名に食い込んでいくことが求められる。また，社会教育公務労働者が住民と

の協同的模索の中で，自らも主体形成していくという意味合いがあることも室主要な点でみる。また，

社会教育公務労働者が国家の政策の実現者であると同時に，住民の要求をも聞き入れなければなら

ないという矛虜の只中にいる (85)ということから，社会教育公務労働者が住民の代弁者として国家

の論理を懐柔していく可能性を否定することはできない。その可能性を現実化するためには，まず、

社会教育公務労働者が自らの市域の市民文化活動の蓄積を総括しなければならない酬。そのような

力量を持った社会教育専門職員の配置と養成が，市町村自治体に求められる。それと問時仏文化

分野が，高度な専門性を帯びた分野であるとの認識が確立して，従来のわ 4年ごとの機械的慣倒

的人事異動が見直されなければならないということも付け加えておきたい。

小川利夫氏が，学習者への援助に関連して，次のことを指摘している。すなわち i学習内容編成

の視点は i学習の主体」として地域住民を捉えるのではなく i学習主体Jとして捉えることによっ

て与えられる。「学習の主体」とは，正に十人十色の問題窓識と学習要求を持った個人を揺すが，

翌主体」とは体制的矛盾と向かい合うことを余儀なくされている現代人一般を指すJ(聞という。市

民文化活動の主体である住民を「学習主体」と寵き換えれば，個々の住民の文化的要求を開き入れ

て，それらに応えていくというよりは，資本の論理に主体性の自由な発露を奪われている住民に，

自由な市民文化活動を制度的な面を含めて，保障していくのが社会教育行政の資務となってこよう。

さらに，市民文化活動の自由な展開のためには，その展開を援助する「社会教育システムJが作ら

れることが望ましい。では i社会教育システムJとはどういうものであるべきか，また，どのよう

につくられるべきか。この課題に答えるためには，地域で繰り広げられている市民文化活動の現在

までの蓄積と将来に向けての方向性とをまとめるとともに，市町村自治体の文化行政と社会教育行

政の実績と問題点を総括することが肝聖書である。ただ，現時点でいえることは，市町村自治体の文

化行政は，施設配備や助成金・補助金交付といったような外的な環境整備(大枠の条件整備)に関

わることを取り扱い，社会教育行政が，市民の人格形成・主体形成の燦関を重視したきめ細かな人

的・物的援助を所管していくことがよいのではないかということである。こうなれば，必然的に，

文化行政と社会教育行政の仕事は，密接不可分となり，恒常的な連絡・調撃が必要になってくる。

「社会教育システム」づくりも，まずは文化行政と社会教育行政との連携から始められなければなる

まい。市民文化活動における活発な協関に負けないほどの，協同を行政の中にも作りだしていかな

ければならない。荷者の協同が混じり合うとき，大きな協陪の輸が広がっていくことが期待される。
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最後になるが，森氏が力説している「行政の文化化」の問題はどうしたらいいのか。松下氏は r第

2企画調整」という総合的な調整役の必要性を訴えているが，個々の部局の侭別的な施策をどうい

う明確な基準で議整したらよいのか，かえって非常に難しい問題を創出してしまいかねない。それ

よりも，市長が音頭をとって r文化の震の高い施策や事業を」と大きく尽擦として打ち出し，各部

課に具体的改革を求めるような運動を巻き起こすことが有効ではないか。いずれにしても r行政の

文化化」の問題は，各部課が主体的に取り組む方向へともっていくべきである。

j~住吉記

(1) 松下圭一「自治の可能性と文化J (松下圭一・森啓編著『文化行政~ (学陽書房， 1981)，問 F市

民文化は可能か.!I(岩波書庖， 1985) ，開『社会教育の終議~ (筑摩書房， 1986)を参考。なお，

具体的には，例えば r市民は自由かつ多様にこの市民施設を運営・管理のルールをつくりなが

ら文化活動をおこなっていくであろう J (f市民文化は可能か.!Ip.317) とある。

(2) 森啓「全霞自治体における文化行政の動向J (向上『文化行政.!I)，問「いま行政の文化化とは」

(上回篤編 F行政の文化化』学陽書房， 1983)，悶「文化行政のあゆみJ (森啓編『文化行政とま

ちづくり』時事通信社， 1983)，向「行政と文イ七J げまちづくりと文化』都市文化社， 1991)を

参考。

(3) 佐藤一子『文化協同の時代.!I (青木書底， 1989)，同「生活・文化協同への模索J (月刊『社会教

育.!I， 1986年3月号)を参考。

(4) 前掲『市民文化は可能かれ p.25o

(5) 向上箇所。

(6) 向上， p.31o 

(7) 向上箇所。

(8) 向上， p.75o 

(9) 向上， p.32。

UO) 同上， p.139o 

仙向上，p.148。

仰向上， p.173o 

U3) 向上， p.188o 

U4) 向上， p.195。

(15) 向上， p.74， 75において，市民文化形成の前提的条件として「都市化」が指摘されている。「都

市化」が r自発的人間」である「市民Jを生み出していく「可能性」告と持っているという。「文

化概念の再編」と「政治イメージの転換」も「市民j 化の「可能性J にかかっているというこ

とであろう。
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U6) r市民文化は，自ら政治に参加して自治に習熟するようになった市民型人間，つまり市民型の価

f直意識・行動準期をもっ市民の大量熟成によってはじめて成立しうるJ (向上， p.34)。

(17) 前掲 F文化行政j，p.100 

伽) 前掲『市民文化は可能かj，p.2870 

側 向上，p.282。

棚前掲『文化行政j，p.160 

(2]) 同上， p.14， 15。

(扮向上， p.llo 

(紛向上，p.130 

制札幌市企酒調繋局企画部企画調整課編『第3次札幌市長期総合計画j，19880 

倒 CDI r地域社会における文化行政システムの研究J。

(26) 前掲 f文化行政ぉ p.20。

(幻) 向上， p.ll， 12。なお，これに関連して，松下氏は，その条件整僚も「シビノレミニマムJの「質

的向上」をめざすにとどまるという(前掲『市民文化は可能かj，p.84， p.91)。

(28) 前掲『市民文化は可能かれ p.83。

(29) 向上， p.84， 91， 92。

(30) 向上， p.103。

倒松下主主ー『都市型社会の自治j，日本評論社， 1987， p.1l9， 120。荷揚r文化行政j，p.17。さら

に，前掲 f市民文化は可能かお p.308~318。

(32) 前掲 f市民文化は可能かj，p.3180 

(33) 河上， p.316。これとは正反対に，佐藤一子氏は r文化に対する公的補助の拡大は不可欠J

で，しかもとりわけ「社会教育行政」が中心になるべきであるとする(前掲 f文化協再の時代h

p.59)。

(幼 月刊吋土会教育j，菌土社， 1995・2月号「かがり火J，p.50 

(35) 森容編 F文化行政とまちづくり j，時事選信社， 1983， p.550 

側部掲『文化行政j，p.3370 

仰 向上，p.3490 

(38) 向上， p.3480 

側 同上，p.362。

繊同上， p.352， 3530 

(4]) 向上， p.353。

似) 同上箇所。

ω) 森氏は r市民文化活動は，社会教育行政が「生涯教育」と「生涯学習」という言葉を混用しな
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がら対象にとらえようとしている「学習活動」の観念を包摂するJ としながらも，社会教育行

政における教育理論を rすでにできあがった知識を教育=習得するための理論である」として，

市民文化活動における学習が社会教育行政にはそぐわないものとして位鷺づけている(森啓F市

民文化と文化行政』学陽察房， 1988， p.246)。

だが，本論文では，社会教育行政の実質的な転換をもって，市民文化活動における学習活動に

食い込むことを主張する。なぜならば，学習活動は，市民文化活動に包摂されるというよりも，

市民文化活動の内容を量豊富化し，かっ，市民文化活動の展開を推進・拡大する重要な契機とな

るからである。したがって，市民文化活動に含まれる学習活動を，市民文化活動における「核J

とみなし，社会教育行政が地域学習活動を援助する婆に位置することを考え合わせれば，社会

教育行政は市民文化活動に深く関わっていくべきであるとなろう。

榊前掲 f文化行政J，p.349o 

仰向上箆所。

柵向上，p.351o 

制森啓「自治体の政策研究J (札幌市企醤調繋局都市研究室『都市問題調査報JNo.17， 1994， p. 

4)。

倒) 向上， p.8o 

仰) 前掲『文化行政~， p.361。

(50) 同上， p.351o 

(5U 森啓「まちづくりと自治体の政策形成J (札幌市『まちづくりセミナーダイジェス h，1993， 

p.84)。

(沼)前掲 f文化協陪の時代J，rまえがき」より 0

(53) 関上箇所。

(54) 間上， p.15o 

(55) 開上， p.59o 

(56) 向上， p.140， 141。

(紛岡上， p.21o 

(58) 向上， p.59o 

(59) 佐藤一子「生活文化と生涯学習J (厳正敏・藤凋貞彦編『現代企業社会と生涯学習れ大河護服，

1988， p.122， 123)。

欄前掲『文化協同の時代~， p.83o 

制向上，p.80o 

(紛向上，p.109。

(63) r自己教育論」に関しては，鈴木敏正「地域全波学習苦十嵐への自己教育論的接近J (山田定市・
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鈴木敏正編著『地域生涯学習の計画化(上)地域づくりと自己教育活動.!I，筑波番勝， 1992， p. 

32)，島田修一・藤岡貞彦編 F社会教育概論.!I，青木書庖， 1982， p.8などを参照。

制 「地域文化協同J とは何かについて以下の箇所が参考になろう。

「別{簡に発展してきたグループが，たがいに接点をもつようになり，地域社会の文化を育む協関

の営みを模索するJ こととある(佐藤一子『文化協調のネットワーク』脅木書庖， 1992， p.2)。

また，生活・文化協同とは r地域文化運動の中で追求されているような新しい生活様式の価値

基準をもとめ，みずからの日常生活を基盤として，自律的創造的な生き方を確立しようとする

社会的連帯・協同的実践をさすj (間前掲『文化協同の時代.!I， p.150)。

紡) 前掲『市民文化は可能か.!I， p.144o 

制 「市民自治による市民文化」という

(67) 前掲 r市民文化は可能かれ p.282o 

紛) 前掲 r文化行政ぉ p.351o

(前掲『文化行政.!I， p.10)。

(69) r省がいまなすべきことは，第1に滅震である。第2は，国際化時代に対処すべく自を大きく

見聞くことであろう」という指摘にとどまる(前掲『文化行政とまちづくり.!I， p.62)。

(70) r国民諮階層の自発的な文化的婆求の高まりが，…・・・環代の生活様式と社会的諸関係を変革する

価値蒸準としての文化を新たに創造しようとする意欲の言語まりを示していると思われる j (r生

活・文化協同への模索j，月刊 F社会教育.!I， 1986・3月号， p.16)。

(7)> 前掲『文化協同の時代.!I， p.152。

(72) 関上， p.153o 

(73) 宮本憲一氏は f環境経済学.!I(岩波書脂， 1989)の中で，地域における住民と諸団体が自発的な

学習によって計調をたて，自主的な技術開発をもとにして，地域の環境を保全しつつ，地域の

文化に根ざした経済発展をしながら，地方密治体の手で伎民福祉を向上させていくような地域

開発を「内発的発展」とよんだ。

帥前掲『市民文化は可能かれ p.185o

(75) 松下圭一『政策型思考と政治』東京大学出版会， 1991， p.56o 

(76) 前掲『文化行政ぉ p.13o。7) 前掲『市民文化は可能か.!I， p.318o 
仰向上，p.308o 

仰向上，p.316o 

糊向上，p.326。

制同上， p.324， 325。前掲 f都市型社会の自治.!I， p.120o 

仰) このことに関して，示唆に富むことばがある。「教育が……文化と深くかかわりながらも相対的

に独立した機能をもち，たえず新しい状況に対応できるカをもち，新しい社会を創造する可能
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性をもつのであるJ (島田修一・藤岡貞彦編『社会教育概論』青木書r.s.1982. p.l72)。

(お:) r札幌演劇財団」設立準備会編『財団法人札椀演麟財団(仮称)設立準備会 [設立趣意書]~

による。

齢 1995年2月27日，守し幌演劇鑑賞協会」運営委員である高島氏に対する開き取りによる。

(筋)小JlI利夫『社会教育と国民の学習権』頚草書房.1973. p.500 

側 向上.p.242. ならびに，前掲『社会教育概論~ p.l71を参照。

(87) 前掲『社会教育と罰民の学習権~ p.70. 710 
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